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Ｐａｒｔ７３６（第７３６章） 一般禁止事項 

§736.1 序文 

本章において、EAR というときは、15 CFR chapterⅦ、subchapter C をいう。 

EAR の対象となる取引に対する輸出許可又はその他の認可要件を EAR が断定的に述べていない限り、人は、

EAR の対象となる取引を輸出許可又はその他の認可なしに着手する場合がある。よって、輸出、再輸出又

は行為が EAR の対象である場合、輸出許可が必要かどうかを判定するために、本章に収載される一般禁止

事項及び EAR§740 で指定される許可例外をチェックしなければならない。米国から輸出するすべての場合

において、記録保管に関して EAR§762 で定めるところにより、あなたの輸出を詳細に記録しなければなら

ず、また、輸出通関要求事項に関して EAR§758 で定めるところにより、あなたの輸出を米国税関の検査に

通さなければならない。また、供給不足物資規制についてのすべての禁止事項及び許可例外は、EAR§754

にあることに注意しなさい。 

(a) 本章において、我々はあなたに以下のことを示す： 

(1) あなたが予定する輸出、再輸出又は行為を、これらの一般禁止事項の対象とさせる事実、及び 

(2) 10 の一般禁止事項 

 

(b) EAR 及び 10 の一般禁止事項に基づくあなたの義務は、大部分について、本章の§736.2(a)で定める 5

つの種類の情報、及び、本章の§736.2(b)で定める一般禁止事項によって決まる。10 の一般禁止事項に

は、一般禁止事項の範囲をさらに明確にする EAR の他の章へのクロスリファレンス[相互参照]を含んで

いる。その理由により、本章はそれ自体で独立したものではない。§732 では、一般禁止事項及び EAR

の他の章との関係の理解を助けるために、適切な順序でたどれる一定の手順を提供している。 

 

(c) これらの 10 の一般禁止事項のいずれかに違反した場合、又は、輸出管理法、EAR 若しくはこれらに基

づいて出された命令、輸出許可、許可例外又は認可に反するその他の行為に従事した場合、執行に関す

る EAR§764 で定めるところにより、本章で記述された制裁の対象となる。 

 

§736.2 一般禁止事項及びその適用可否の決定 

(a) 一般禁止事項の適用可否を決定する情報又は事実 

通常は、次の 5 種類の事実が、EAR 及び 10 の一般禁止事項に基づくあなたの義務を決定する（輸出許可

要求事項及びその他の EAR の制限事項がより詳細に規定されている EAR の他のパートも参照のこと）： 

(1) 品目分類番号 

商務省規制品リスト（EAR§774 参照）における品目分類番号又は EAR§746 付則 2、4、若しくは 6

に記載されている品目の説明。品目分類に関するガイダンスについては§774 付則 4 の商務省規制品

リストレビュー手順を、§774 付則 1 と§738 付則 1 の商務省カントリーチャートを用いる輸出許可

要求事項の決定については§738.4 を参照のこと； 

(a)(1)項の注 1：§746.5 及び§746.10 におけるロシア及びベラルーシに対する輸出許可要求事

項の決定については、§746 付則 2、4、又は 6に掲げる品目の説明が使用される。付則 2、4、又は 6

に記載される品目は、ほとんどの場合、EAR99（EAR の対象ではあるが商務省規制品リストで特に記

載されていないもの）に指定される。 

(2) 仕向地 

輸出、再輸出、又は移転（国内における移転）の 終仕向国（輸出及び再輸出許可要求事項について

は（輸出及び再輸出許可要求事項についてはカントリーチャート及び商務省規制品リストに関する

EAR§738 及び§774 参照、並びに輸出、再輸出、又は移転（国内における移転）に対する禁輸及びそ

の他の特別な規制については§746 を参照のこと）； 

(3) 終需要者又は 終用途 

終需要者（あなたの取引が許可できない者の参照については、一般禁止事項 4（本節の(b)(4)項）

及び EAR§764 付則 1 を参照しなさい；輸出、再輸出、又は移転（国内における移転）の許可が必要

となる可能性がある 終需要者の参照については、一般禁止事項 5（本節の(b)(5)項）及び§744 を

参照しなさい）。特定の EAR 要求事項（例えば、§734.9(e)、§744.11(a)及び§744.15(b)）が、§

748.5(c)から(f)で規定されるすべての取引当事者に適用される。§744 部の 終用途規制の多くは、

終用途規制の適用範囲を定めるための基準の一部として、仕向地又はカントリーグループを指定し
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ている。 

(4) 終用途 

終用途（通常の 終用途規制については、一般禁止事項 5（本節の(b)(5)項）及び EAR§744 を参

照しなさい）；並びに 

(5) 行為 

EAR§744 で定める拡散計画又は'軍事諜報 終用途'若しくは'軍事諜報エンドユーザー'を支援する

契約、融資及び貨物輸送のような行為。 

 

(b) 一般禁止事項 

次の 10 の一般禁止事項は、EAR の適用範囲となる特定の輸出、再輸出、移転（国内における移転）、及

びその他の行為であって、産業安全保障局（BIS）から輸出許可を受け取るか、本項において適用され

る各一般禁止事項から EAR§740 のもとに許可例外が適用できない限り、従事することができないもの

を定めている。EAR§740 の許可例外は、一般禁止事項 1（受け取った形態での輸出及び再輸出）、2（部

品及び部分品の再輸出）及び 3（外国製の”直接製品”の再輸出）のみに適用される；しかし、いくつか

の選択された許可例外が、禁輸仕向地に関する EAR§746、並びに核の 終用途に関する EAR§

744.2(c) 、並びに§744.11 及び§744 付則 4 エンティティリストの中で明確に参照され是認している。 

(1) 一般禁止事項 1－規制品目のリストされた国への輸出及び再輸出（輸出及び再輸出） 

次のすべてに該当する場合、輸出許可又は許可例外なしに、いかなる EAR 対象品目も他の国に輸出す

ること、或いは米国原産品目を再輸出することはできない： 

(i) 品目が、該当する輸出規制分類番号（ECCN）で示される理由により規制されている、かつ 

(ii) EAR§738 のカントリーチャートで示される規制理由により輸出許可を必要とする仕向国への輸

出である。（この禁止事項の適用範囲は、あなたの品目の正しい分類番号と 終仕向地により、そ

の組合せがカントリーチャートで反映されるところにより決定される。[1] 

EAR§740 で定める各許可例外は、所定の許可例外のすべての条件及び制約が輸出者又は再輸出者

により充たされる場合、一般禁止事項 1 に優先することに注意しなさい。 

 

(2) 一般禁止事項 2－規制される米国成分を de minimis 量より多く組み込んだ外国製品目の国外から

の再輸出及び輸出（米国成分の再輸出） 

(i) 規制される米国原産の貨物を組み込んだ外国製貨物、規制される米国原産のソフトウェアが"バ

ンドル"[添付]された外国製貨物、規制される米国原産のソフトウェアで"commingle"[混合]され

た外国製ソフトウェア、又は規制される米国原産の技術で"commingle"[混合]された外国製技術に

ついて、当該外国製品が品目として EAR のいずれかの条項に従って輸出許可を必要とし、かつ、

規制される米国成分を、EAR の適用範囲に関する EAR§734.4 で定義される de minimis 量より多

く組み込んでいるか、混合されている場合、当該外国製品を輸出許可又は許可例外なしに、国外

から再輸出又は輸出することはできない。 

(ii) EAR§740 で定める各許可例外は、所定の許可例外のすべての条件及び制約が輸出者又は再輸出

者により満たされる場合、一般禁止事項 2 に優先する。 

 

(3) 一般禁止事項 3－外国製の直接製品（FDP）ルール 

(i) §734.9に基づいてEARの対象となる外国製の"直接製品"について、その品目がEAR§736、§742、

§744、§746、又は§764 の輸出許可要求事項の対象となる場合、輸出許可又は許可例外なしに、

米国外から輸出、再輸出、又は移転を行ってはならない。 

(ii) EAR§740 で規定される各許可例外は、所定の許可例外のすべての条件が満たされ、かつ、§740.2

又は§744.11(a)のいずれの制限事項も適用されない場合に、一般禁止事項 3 に優先する。 

 

(4) 一般禁止事項 4（剥奪命令（Denial Orders））－剥奪命令によって禁止される行為に携わること 

(i) EAR§766（行政執行措置）に基づいて発令された剥奪命令（Denial Order）により禁止される行 

 

[1] カントリーチャートで特定されないいくつかの選択された規制に関しては EAR§738 を参照しなさい。 
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為を行うことはできない。これらの命令は、輸出する権利を剥奪された者による直接輸出に加え

て多くの行為を禁止しており、その行為には、他の者による１国内（米国内におけるか、国外に

おけるかを問わない）での移転を含む。あなたは、輸出する権利を剥奪された者が関与している

いかなる取引も、この命令の条件に違反しないことを確認する責任がある。輸出する権利を剥奪

する命令は、これらの条件に従って発令され、法的統制文書である場合、官報で公表される。BIS

は輸出する権利を剥奪された者を編集したものをウェブサイト http://www.bis.doc.gov でも維

持している。BIS は、例外的に剥奪命令によって、それ以外の場合では禁止される行為を認可す

る場合がある。EAR§764.3(a)(2)を参照しなさい。 

(ii) この一般禁止事項 4 により禁止される行為を是認する EAR§740 で定める許可例外はない。 

 

(5)一般禁止事項 5－禁止された 終用途又は 終需要者への輸出、再輸出、又は移転（国内における移

転）（ 終用途、 終需要者） 

EAR§744 で禁止されている 終用途又は 終需要者に向けて、それを知っていながら、EAR 対象品目

を輸出許可を取得せずに輸出、再輸出、又は移転（国内における移転）を行うことができない。§744

の各セクションでは、その輸出許可要求事項が輸出、再輸出、移転（国内における移転）に及ぶか否

かを指定している。 

 

(6) 一般禁止事項 6－禁輸仕向地への輸出、再輸出、及び移転（国内における移転）（禁輸） 

(i) 米国により禁止されている又は別途§734 の規制対象とされている国又は地域（例えば、ウクラ

イナのクリミア半島地域及びウクライナの対象地域）に対して、共に EAR§746 で定めているとこ

ろにより、EAR§746 における特定の制裁国又は制裁地域に関して許可例外項で具体的に指定され

ている輸出許可若しくは許可例外又はそれらの一部なしに、EAR 対象品目を輸出又は再輸出する

ことができない。§746 の各セクションでは、その輸出許可要求事項が輸出、再輸出、移転（国

内における移転）に及ぶか否かを指定している。 

(ii) 一般禁止事項 6 に対する許可例外は、EAR§746（禁輸及びその他の特別規制）で定められてい

る。許可例外又はその他の認可が EAR§746 で是認されていない限り、EAR740 で定める許可例外

はこの一般禁止事項に優先して適用することができない。 

 

(7) 一般禁止事項 7－拡散行為並びに特定の軍事諜報 終用途及び 終需要者の支援（"米国人"による

行為） 

(i) 拡散行為並びに特定の軍事諜報の 終用途及び 終需要者の支援（"米国人"による行為） 

(A) あなたが、EAR§772.1 で定義されている米国人であるなら、EAR§744.6(b)又は(c)で禁止さ

れるいかなる行為にも携わることはできない（これらの規定は、EAR の対象とならない品目の

出荷、伝送、若しくは移転；上記の出荷、伝送、若しくは移転（国内における移転）を手助け

すること；又は契約、サービス、又は雇用（限定されるものではないが、注文、購入、移送、

隠蔽、保管、使用、売却、貸出、処分、サービス、融資、若しくは輸送、運送、又は手助けを

するために交渉を行うことを含む）を、あなたが知っている場合、或いは BIS からインフォー

ムされている場合に、支援することを禁止している）。 

(1) EAR§744付則3でリストされていない国又はそれらの国による核爆発装置の設計、"開発"、

"製造"、稼働、設置（現地での設置を含む）、保守（検査）m、修理、オーバーホール、又

は、修復； 

(2) カントリーグループ D:4 若しくは E:2 にリストされている国又はそれらの国による"ミサ

イル"の設計、"開発"、"製造"、稼働、設置（現地での設置を含む、保守（検査）、修理、

オーバーホール、又は修復； 

(3) 全世界の国若しくは仕向地における又はそれらの国若しくは仕向地による生物化学兵器の

設計、"開発"、"製造"、稼働、設置（現地での設置を含む、保守（検査）、修理、オーバー

ホール、又は修復； 

(4) カントリーグループ A:3（オーストラリアグループ）にリストされていない国又はそれら

の国による ECCN 1C350 で特定される化学兵器の原料となる化学製剤を生産するプラント全

体の設計、"開発"、"製造"、稼働、設置（現地での設置を含む、保守（検査）、修理、オー
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バーホール、修復、出荷、又はイ移転（国内における移転）；"ミサイル"の設計、"開発"、

"製造"、稼働、設置（現地での設置を含む、保守（検査）、修理、オーバーホール、又は修

復； 

(5) ベラルーシ、ミャンマー、中国、ロシア、若しくはベネズエラ；又はカントリーグループ

E:1 若しくは E:2 にリストされる国における EAR§744.22(f)で定義される'軍事諜報 終用

途'又は'軍事諜報 終需要者'。 

(B) あなたが米国人（この用語は、EAR§772.1 で定義されている）である場合、 初に EAR§742.18

及び§745.1 の条項を順守せずに、§745 付則 1 にリストされる別表 1 の化学物質を輸出して

はならない。 

(C) あなたが米国人（この用語は、EAR§772.1 で定義されている）である場合、 初に EAR§742.18

及び§745.1 の条項を順守せずに、§745 付則 1 にリストされる別表 1 の化学物質を輸出して

はならない。EAR§745.2 の 終用途証明書の報告要求事項（ECCN 1C350、ECCN 1C355、及び

ECCN 1C395 において CW 理由で規制される別表 3 の化学物質に適用される）を順守せずに、§

745 付則 1 にリストされる別表 3 の化学物質を§745 付則 2 にリストされていない仕向地に輸

出してはならない。 

(ii) [Reserved] 

 

(8) 一般禁止事項 8－輸送中の積荷及び品目の船舶及び航空機からの荷降ろし（輸送中） 

(i) 輸送中の荷降ろし及び船積み 

本節の(b)(8)(ii)項でリストされる国を経由又は通過して品目を輸出又は再輸出することは、当

該通過国への直接の輸出若しくは再輸出又は当該通過国を通過して行われる輸出若しくは再輸出

に対する許可例外が是認されるか若しくは輸出許可が認可されない限り、或いは輸出許可なしに

当該通過国に輸出又は再輸出ができない限り、行えない。 

(ii) 対象国 

この一般禁止事項 8 は、アルメニア、アゼルバイジャン、ベラルーシ、カンボジア、キューバ、

グルジア、カザフスタン、キルギスタン、ラオス、モンゴル、北朝鮮、ロシア、タジキスタン、

トルクメニスタン、ウクライナ、ウズベキスタン、ベトナムに適用される。 

 

(9) 一般禁止事項 9－命令、条件及び制約の違反（命令、条件及び制約） 

EARに基づいて発行された輸出許可或いはEARの一部をなす許可例外の条件若しくは制約に違反する

ことはできない、そして EAR に基づいて発令された或いは EAR の一部をなす命令に違反することはで

きない。この一般禁止事項 9 に対する許可例外は、EAR§740 にない。本章の付則 1 及び No.2 は、特

定の包括的指令及び行政命令を規定している。 

 

(10) 一般禁止事項 10－違反が起ったか或いはまさに起ころうとしていることを知りながら取引を進め

ること（違反発生の認識） 

EAR 対象品目であって、輸出、再輸出、若しくは移転（国内における移転）されたもの又は輸出、再

輸出、若しくは移転（国内における移転）される予定のものを、輸出管理規則、2018 年制定の輸出

規制改革法輸出管理法又はこれらに基づいて出された命令、輸出許可、許可例外若しくはその他の認

可に対する違反が起ったか、或いはまさに起ころうとしている、或いは起こされる意図があることを

知りながら、当該品目を、全体又は一部であっても、販売、移転、輸出、再輸出、融資、注文、購入、

移転、隠匿、保管、使用、貸与、廃棄、輸送、配送又はその他の役務を行うことはできない。そして、

輸出許可又は許可例外の停止又は取消しの通知をあなたが受けた後は、当該輸出許可又は許可例外に

依存することができない。この一般禁止事項 10 に対する許可例外は、EAR§740 にない。 
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§736 付則 1 包括的指令 

 

(a) 包括的指令 No. 1 

1998 年 9 月 16 日の包括的指令 No. 1；有効期間なしで発行された再輸出承認に対して、24 か月の有効

期間を設定し、その期間を超えたものを取り消す。 

(1) 本包括的指令の 24 か月以内に発行された再輸出承認 

1998 年 9 月 16 日以前 24 か月以内に有効期間なしで発行されたすべての再輸出承認は、再輸出承認

の発行日から 24 か月又は 1998 年 11 月 16 日のいずれか長い方を期限満了日とするものとする。 

 

(2) 本包括的指令以前 24 か月以前に発行された再輸出承認 

1998 年 9 月 16 日より 24 か月以前に、有効期間なしで発行された再輸出認可については： 

(i) 1998 年 9 月 16 日より施行－テロリスト支援国（EAR§742 及び§746 参照）に向けてのすべての

発行済の再輸出承認は取り消される。 

(ii) 1998 年 11 月 16 日より施行－すべてのその他の発行済の再輸出承認は、取り消される。 

 

(3) 期間延長 

必要に応じて、あなたは、EAR§750.7(g)で示される手続きによって、このような承認の延長を要請

することができる。 

 

(4) BIS からの特別な通知 

あなたが本包括的指令が対象とする再輸出承認に関して BIS から、その再輸出承認の取消し、停止又

は修正（有効期間を含む）を知らせる特別な通知を受け取った場合、又は受け取らなければならない

場合、その特別な通知の条件が統制することになる。 

 

(5) "承認"の定義 

本包括的指令で使われる用語"承認"は、BIS によって与えられる再輸出承認の範囲を包含するもので

あり、これには輸出許可、個別書状及びその他の種類の通知を含む。 

 

(b) 包括的指令 No.2： 

包括的指令 No.2；2003 制定のシリア 問責レバノン主権回復法（SAA）の§5(b)は、SAA で示されてい

る特定の禁止事項を適用するのを控えることが米国の安全保障上の国益にかなっていると大統領が判

断した場合、その権限を大統領に与えている。大統領は、"商務省の包括的指令 No.2 で指定される特定

の品目の輸出及び再輸出を許可するため、SAA の副節 5(a)(1)及び 5(a)(2)(A)を適用するのを控えるこ

とが米国の安全保障上の国益にかなって"いたことを認定する決定を大統領指令 13338 の中で行った。

大統領の包括的指令 No.2 に対する言及は、以下の品目を輸出及び再輸出する申請を対象とし、そして

それは本規則の§746.9 で示される拒絶の一般方針に対して個別に考慮される： 

米国政府の外交活動又はその他の活動を支援する品目（当該輸出又は再輸出の規制が、米国の外交問

題を執行する大統領の憲法上の権限の範囲外にある限りにおいて）； 

医薬品（CCL に掲げるもの）及び医療機器（両方とも、EAR§772 で定義されている）； 

民間航空の安全と民間旅客機の安全な運航を確保することを目的とする部品及び部分品； 

シリア政府の公務に従事するシリア政府の職員の輸送のためシリア政府によりチャーターされた航

空機； 

通信装置及び関連するコンピュータ、ソフトウェア及び技術；並びに 

シリアにおける国連活動を支援する品目。；並びに 

シリア人民の支援に必要な品目（限定されるものではないが、飲料水の供給及び衛生施設、農業生産、

並び食品加工、発電、石油及びガスの生産、建設及び土木工事、輸送、並びに教育基盤を含む）。 

 

包括的指令 No.2 に対する注釈：シリアへの輸出及び再輸出に対する規制については、EAR§746.9

で示されている。 

付則 1 Page 1
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(c) 2015 年 7 月 22 日の包括的指令 No.3 

2015 年 7 月 22 日以前に BIS によって発行された特定の輸出許可証には、EAR §740 付則 1 で指定され

るカントリーグループ E:1 への輸出、再輸出、又は移転(国内における移転）を制限する条件が含まれ

ている。それらの輸出許可証が発行された時点で、キューバはカントリーグループ E:1 であった。それ

らの制限事項の多くは、テロ支援国家としてだけではなく、米国独自の禁輸策の対象国としてキューバ

に適用するために意図されたものであった。しかし、BIS は、輸出許可の条件にカントリーグループ E:1

と E:2 の両方をリストすることは、その時点では冗長であったため、必ずしも行っていなかった。しか

し、キューバのテロ支援国の指定の撤回及びその結果としてのカントリーグループ E:1 からの削除によ

って、キューバに関してそれらの条件を続けていくことは、上記の禁輸策に合致するものである。従っ

て、2015 年 7 月 22 日以前に発行された輸出許可証に記載されたカントリーグループ E:1 に適用される

すべての条件であって、その時点で有効であったものは、EAR §740 付則 1 で指定されるカントリーグ

ループ E:1 と E:2 に適用されるように改訂され、取引の認可を求める輸出許可取得者であって、この包

括的指令で影響を受ける者は、包括的指令 No.3 で言及される輸出許可申請書を提出し、その申請書の

ブロック 24 にその請求の理由を説明することができる。キューバに関係するすべての輸出許可申請書

は、EAR §746.2(b)の輸出許可方針に基づいて審査される。 

その請求は、取引が EAR §746.2(b)の輸出許可方針に合致する根拠を裏付ける有効な情報を提供しなけ

ればならない。 

 

(d) 包括的指令 No.4 <(d)項は 2023.11.17 から 2026.1.1 までの一時的ゼネラルライセンスです。> 

この付則の(d)(1)項及び(d)(2)項で指定された一時的ゼネラルライセンス（TGL）に基づき認可された

輸出、再輸出又は移転（国内における移転）は、この付則の(d)(3)項から(d)(5)項までの条件も順守し

なければならない。 

(1) TGL―制限度合いの低い SME"部品"、"部分品"、又は"装置" 

この TGL は、以下に該当する場合、EAR§744.23(a)(4)で規定される輸出要件を克服する：  

(i) 製品の適用範囲。 

§774 付則 1の商務省規制品リスト（CCL）で指定されている EAR 対象品目であって、AT 理由での

み CCL に規制対象として指定されているもの。 

(ii) 終用途の適用範囲 

受領者が、米国又はカントリーグループ A:5 若しくは A:6 に指定される仕向地に本社を置き、マ

カオ又はカントリーグループ D:5 に指定される仕向地のいずれかに本社を置く事業者が過半数を

所有していない企業の指示により、"部品"、"部分品”、又は"装置"（§744.23(a)(4)で指定され

ているもの）を"開発"又は"製造”している場合。 

(2) TGL―先端コンピューティング品目 

この TGL は、以下に該当する場合、EAR§742.6(a)(6)(iii) で規定される輸出許可要件を免じるも

のではない： 

(i) 製品の適用範囲 

商務省規制品リスト（CCL）の ECCN 3A001.z；3A090；3D001（3A001.z、3A090 で規制される貨物

のための"ソフトウェア"）；3E001（3A001.z、3A090 で規制される貨物に係る"技術"）；4A003.z；

4A004.z；4A005.z；4A090；4D001（4A003.z、4A004.z、及び 4A005.z で規制される貨物のための"

ソフトウェア"）；4D090；4E001（4A003.z、4A004.z、4A005.z、4A090 で規制される貨物又は 4D001

（4A003.z、4A004.z、及び 4A005.z のためのもの）、4D090 に係る"技術"）；5A002.z；5A004.z；

5A992.z；5D002.z；5D992.z；5E002（5A002.z若しくは5A004.z で規制される貨物又は5D002（5A002.z

若しくは 5A004.z の貨物のためのもの）で指定される"ソフトウェア"に係る"技術"）；或いは 5E992

（5A992.z で規制される貨物又は D992.z で規制されるソフトウェア"に係る"技術"）に指定され

る EAR 対象品目；かつ 

(ii) 終用途の適用範囲 

この付則の(d)(2)(i)で特定される品目は、受領者がマカオ若しくはカントリーグループ D:5 に所

在しているが、これらの国に本社を置いていない若しくは 終親会社が本社を置いていない場合、 

カントリーグループ D:1、D:4、若しくは D:5 で指定されるが、カントリーグループ A:5 若しくは

Supplement No.1 Page 3付則 1 Page 2
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A:6 で指定されない仕向国の国外において、マカオ若しくはカントリーグループ D:5 に本社を置

いていない事業者又は 終親会社が本社を置いていない事業者が、(d)(2)(i)で指定される品目の

終的な 終用途のために、当該品目の統合、組立（取付け）、検査、試験、品質保証及び頒布を

継続し、又はこれらに従事するために、カントリーグループ D:1、D:4、若しくは D:5 で指定され

るが、カントリーグループ A:5 若しくは A:6 で指定されない仕向国に向けての輸出若しくは再輸

出又はこれらの仕向国の国内での移転を行うことができる。 

(3) 有効期限 

この付則の(d)(1)項及び(d)(2)項に基づく TGL は、2025 年 12 月 31 日に失効する。 

(4) 終用途および 終需要者の制限事項 

(i) EAR§744 に関連する制限事項 

§744 付則 4 又は付則 7 でリストされている事業者が、EAR§748.5(c)から(f)で規定されいる取

引当事者である場合、又はその他の禁止されている 終用途若しくは 終需要者（TGL の上記で

指定された §744.23 の規定以外のもの）の認識がある場合、本付則の(d)(1)項及び(d)(2)項に

基づく TGL は、EAR§744.11 又は§744.21 の輸出許可要件を克服するものではない。 

(ii) 現地生産 

(A) 本付則の(d)(1)項に基づく TGL は、マカオ又はカントリーグループ D:5 に指定された仕向国

のいずれかにおけるカテゴリー3B の工具の現地での"開発"又は"製造"（すなわち、マカオ又は

カントリーグループ D:5 に指定された仕向国のいずれかに本社を置く事業者、又はその 終親

会社が本社を置く事業者の指示により"部品"、"部分品"、又は"装置"が"開発"又は"製造"され

る場合）には、使用することができない。 

(B) 本付則の(d)(2)項に基づく TGL は、本付則の(d)(2)(i)     マカオ又はカントリーグル

ープ D:5 に指定された仕向国のいずれかにおけるカテゴリー3B の工具の現地での"開発"又は"

製造"（すなわち、マカオ又はカントリーグループ D:5 に指定された仕向国のいずれかに本社

を置く事業者、又はその 終親会社が本社を置く事業者の指示により"部品"、"部分品"、又は

"装置"が"開発"又は"製造"される場合）には、使用することができない。 

(5) 記録保管要件 

この TGL の認可に基づいて出荷されるすべての輸出、再輸出、移転（国内における移転）、及び米国

外からの輸出は、§762 の記録予感要件の対象となる。この記録保管要件の対象となる記録には、限

定されるものではないが、この TGL を使用する事が適格である当事者に対する指令、及び指令を受領

した当事者のリストが含まれる。指令を発行する、又は指令に基づいて行動する各当事者は、その指

令の記録を保管する責任がある。 

(d) 包括的指令 No.4 <この項番は 2022.10.21 から 2022.4.7 までの一時的一般許可です。> 

この包括的指令の目的は、この付則の(d)(1)項で指定される品目のうち、 終的に中華人民共和国（中

国）以外の顧客を仕向先とするサプライチェーンの中断を回避することである。 

(1) 一時的一般許可（TGL） 

BIS は、2022 年 10 月 21 日から 2023 年 4 月 7 日まで、カントリーグループ D:1 国、D:5 国又は E

国（EAR§740 付則 1 参照）に本拠を置かない企業による、ECCN 3A090、4A090、及び ECCN 3D001、

3E001、4D090、若しくは 4E001 の関連ソフトウェア及び技術で対象とされる品目；又は電子計算

機、集積回路、"電子組立品"若しくは"部分品"、関連ソフトウェア及び技術であって、商務省規

制品リスト（EAR§774 付則 1）で別途指定されるもののうち、ECCN 3A090 若しくは 4A090 の性能

パラメータに合致するか超える品目の統合、組立て（マウント）、検査、試験、品質保証及び流通

を継続又は従事するための中国を仕向地とする輸出若しくは再輸出、又は中国国内における移転

又は米国外からの中国への輸出を許可している。これは、中国国内の" 終需要者"又は" 終荷受

人"への輸出、再輸出、若しくは米国外からの輸出、又は中国国内における移転を許可するもので

はない。この TGL は、§744 の付則 4 若しくは付則 7 でリストされる事業者が EAR§748.5(c)か

ら(f)で規定される取引当事者である場合、又はその他の禁止されている 終用途若しくは 終需

要者に関する認識がある場合、EAR §744.11又は§744.21の輸出許可要件を免じるものではない。

この TGL は、この TGL で許可された特定の活動に従事する企業のみを対象としている。 

(2) 記録保管要件 

この TGL に基づく中国への輸出、再輸出又は移転（国内における移転）を行う前に、輸出者、再
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輸出者又は移転者は、当該品目を受け取る企業の名称及び当該品目の中国における仕向地の漏れ

なく記入された住所及び当該企業の本社の所在地を保持し続けなければならない。 

 

(e) 包括的指令 No.5 

2013 年 4 月 16 日の一般命令 No.5;米国軍需品リスト（USML）に基づく規制を今後は正式に認可しない

と大統領が決定した品目に対する認可 

(1) EAR の対象となる品目に対して国務省の防衛機器取引管理部（DDTC）からの DDTC の認可の継続的な

使用 

USML に基づく規制を今後は正式に認可しないと大統領が決定した品目は、CCL への品目の移転が有効

になる 終規則が公布されるところにより EAR の対象となる。DDTC の輸出許可、合意、又はその他

の認可であって、USML から CCL に移行する品目に関係するもの及び当該品目を CCL に移転する 終

規則の施行日以前に発行されるものは、国務省の 終規則（国際武器取引規則の改正：官報において

2013 年 4 月 16 日に公布された輸出規制改革の先行的適用）に従って、引き続き使用することができ

る。 

 

(2) BIS の認可 

(i) DDTC の認可の継続的な使用が有効な選択肢でないか、今後有効な選択肢でなくなる場合、又は

現行の DDTC の認可の保有者がその認可を返却若しくは終了した場合、適用される 終規則の施行

日以降において、移転される品目を輸出、再輸出、又は移転（国内における移転）するのに必要

とされる認可は、EAR のもとに取得されなければならない。USML から CCL に品目を移動する 終

規則の交付日の後及び施行日前において、申請者は、移行する品目の輸出、再輸出、又は移転（国

内における移転）の認可について、BIS に輸出許可申請書を提出することができる。BIS は、EAR §

750.4 に従って輸出許可申請書を処理し、必要な場合には輸出許可申請書を何らの措置もとらず

に保留（HWA）し、また、承認される場合、CCL に当該品目を移行する 終規則の施行日以降すぐ

に申請者に輸出許可を発行する。 

(ii) USML から CCL に品目を移動する 終規則の施行日の後及び施行日前において、当該品目の輸出

者、再輸出者、及び譲渡人は、ITAR §123.22 に従って輸出許可証を DDTC に返却すること、ITAR 

§124.6 に従って技術援助契約、製造委託契約、又は倉庫及び販売店契約を終了すること、並び

にその後において EAR の適用可能な条項（適用される輸出許可要求事項を含む）に基づいて当該

品目の輸出、再輸出、又は移転（国内における移転）を行うことができる。いかなる移転（国内

における移転）も、provisos[但書き]又はその他の制限事項を含む DDTC の認可のもとに輸出され

た品目について行ってはならない（ただし、(i)その移転（国内における移転）が EAR の許可例外

で容認され、かつ、その許可例外の条件が満たされている場合、又は(ii)当該品目を新たな 終

需要者に輸出若しくは再輸出するのに EAR のもとで輸出許可を別途必要としない場合を除く）。 

 

(3) 以前の品目管轄裁定 

米国国務省が、ある品目が ITAR の管轄対象でないと以前に決定した場合であって、その品目が、（600

シリーズの ECCN、又は 0x5zz の ECCN でいうところにおいて）当時存在した"018"シリーズの ECCN に

リストされていなかった場合、又は（9x515の ECCNでいうところにおいて）当時存在したECCN 9A004.b

若しくは関連するソフトウェア若しくは技術にリストされていなかった場合、当該品目自体は、"600

シリーズ"の ECCN、0x5zz の ECCN、又は 9x515 の ECCN の適用範囲内にはない。当該品目が、上記の

決定の時点で CCL の他の箇所でリストされていなかった場合（すなわち、当該品目が EAR99 に指定さ

れた場合）、その品目は引き続き EAR99 に指定されるものとする（ただし、CCL 又は USML のそれぞれ

の改正において BIS 又は DDTC により明確に列挙されている場合を除く）。 

 

(4) 自主的な自己開示 

移行している品目に関与している取引当事者は、EAR 及び ITAR の彼らの順守について厳密に監視す

るよう警告される。EAR 又は EAR のもとに発行された輸出許可又は認可の実際の違反又は違反の可能

性が発見された場合、一人又は複数の関係者は、EAR §764.5 に従って、輸出執行部に自主的な自己

開示を提出することを強く奨励される。当該品目に関して更なる行為に従事するため、EAR §

付則 1 Page 4



§736 General Prohibitions    Page 9 

Export Administration Regulations                                        2022.10.21  2023.11.17 

764.5(f)に基づく輸出者支援部の許可が、同様に必要となる場合がある。ITAR 又は ITAR のもとに発

行された輸出許可又は認可の実際の違反又は違反の可能性が発見された場合、一人又は複数の関係者

は、ITAR §127.12 に従って、DDTC に自主的な自己開示を提出することを強く奨励される。EAR と ITAR

の双方の実際の違反又は違反の可能性については、一人又は複数の関係者は、BIS と DDTC の双方に

開示し、それぞれの機関に対して他の機関にも開示が行われたことを示すことを強く奨励される。 
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§736 付則 2  行政命令 

 

行政命令１：輸出許可証の発行の開示及びその他の情報の開示 

 

1979 年改正の輸出管理法の第 12(c)節に沿って、米国商務省が輸出許可申請書を検討する目的で得た情

報、又は輸出許可申請に関して得た情報及び関連情報は、商務省長官の承認がなければ、一般に開示さ

れることはない。自動輸出システム（AES）による電子輸出情報（EEI）申告についても、合衆国法第 13

編の§301(g)に従って、商務省長官の承認がなければ、一般への開示から免除されている。 

 

 

行政命令２：輸出管理事項に関連するビジネス及び業務の実行 

 

(a) 非倫理的行為で有罪となった者、又は必要とされる誠実さと倫理規範が欠如した者の排除 

(1) 排除される者 

自身のため又は他の者のために行動したか否かにかかわらず、非倫理的な行為に携わり有罪と判

決されるであろう者、又は必要とされる誠実さと倫理規範が欠如していることが立証されるであ

ろう者は、EAR§764 で規定するところにより、輸出管理事項に関して、自身のために輸出を行う

権利を排除（拒絶）されるか、或いは、他の者のために BIS に持ち出される業務から排除される

か、或いはその双方を排除される場合がある。 

(2) 排除理由 

排除の根拠の中には次のものがある： 

(i) 何らかの規則に違反するかしないかにかかわらず、輸出許可証の発行又は輸出管理法のそ

の他の執行面に関する何らかの措置を講じるため、BIS の担当官若しくは職員又は税関若し

くは郵政局の職員に、贈与、約束事、賄賂又はその他の方法で勧誘したり、勧誘を試みる

こと； 

(ii) その他いかなる理由であれ、上記の担当官又は職員に贈与や約束事を提示したり、行う

こと； 

(iii) 係る者が、個人的な面識を通じて又はそれ以外の方法で、BIS の担当官又は職員に対し

て特別な影響力を持つことを（明示的な或いは暗示的に）主張することにより、BIS に持ち

出される事務の取扱いを、喧伝又はその他の方法によって、そそのかすこと； 

(iv) 輸出許可証の発行に関連して行われる業務について、もっぱら当該輸出許可証を与える

こと及びこれらの数量又は価額を条件として、料金を徴収したり、徴収しょうとすること。

この条項は、立替え経費及び実施された業務の妥当な対価が、輸出許可証の発行の有無に

かかわらず、かつ、それらの数量に関係なく、公正に支払われる場合、当事者により合意

された料金の徴収を禁止するものとは解釈されない；並びに 

(v) 貨物又は技術資料の輸出に関する規則に、故意に違反すること又は違反に関与すること、

又は違反をもくろむこと（これには、輸出管理法又はこれに基づいて発行された命令若し

くは規則に違反して、輸出を助長するような虚偽の説明を行うこと、或いは他の者にそう

することを勧めることを含む）。 

(3) 定義 

本行政命令で用いるとき、"practice before BIS(BIS に持ち出される業務)"及び "appear before 

BIS(BIS に出頭する)"の用語には、次の事項を含む： 

(i) BIS に提出すべき輸出許可申請書若しくはその他の書類を、他の者のために提出すること、

又は同じ書類を作成すること； 

(ii) BIS の管轄下にある事柄に属する、輸出許可申請書及びその他の書類の BIS の承認、又は

輸出割当数量、配分、要求量若しくはその他の輸出管理上の措置に関して、要請したり、

はかどらせる目的で、他の者のために、BIS の担当官又は職員と協議又は連絡を行うこと； 

(iii) 他の者のために、BIS の前で保留となっている手続きに関与すること； 

(iv) 他の者のために、輸出許可又は輸出申告書又はその他の輸出管理書類を税関職員に提出
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すること；並びに 

(v) 他の者のために、自動輸出システム（AES）により電子輸出情報を CBP に報告すること。 

(4) 行政執行手続き 

この行政命令のもとでのすべての行政執行手続きは、EAR§766 で規定されるのと同じ方法で実行

されなければならない。 

 

(b) 職員と元職員 

米国政府によりフルタイム又はパートタイム（報酬を受けているか、いないかを問わない）で雇用さ

れた者又はかって雇用されていた者は、輸出管理事項に関連して米国商務省の面前で民間団体又は関

係者を代理することについては、合衆国法律集第 18 編の§203、§205 及び§207（公法 87-849（第

87 回議会））の規定の対象となる。 
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